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   Ｈ０１Ｍ   4/04     (2006.01)
   Ｂ０５Ｃ   9/12     (2006.01)
   Ｂ０５Ｃ  13/02     (2006.01)
   Ｂ２１Ｄ   1/05     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｍ    4/04     　　　Ｚ
   Ｂ０５Ｃ    9/12     　　　　
   Ｂ０５Ｃ   13/02     　　　　
   Ｂ２１Ｄ    1/05     　　　Ｂ
   Ｂ２１Ｄ   53/00     　　　Ｅ
   Ｂ６５Ｈ   23/34     　　　　
   Ｂ６５Ｈ   27/00     　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｍ    4/139    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成28年6月27日(2016.6.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電池用の電極製造装置であって、
　帯状の基材の表面の幅方向の中央部に長手方向に沿って電極層が塗工された塗工領域と
、前記塗工領域の前記幅方向の両側に前記電極層が塗工されていない非塗工領域と、を有
する電極シートを、圧縮するプレス部と、
　前記電極シートの幅方向に沿って小径部および前記小径部よりも大きい外径の大径部を
有する湾曲矯正ローラーであって、前記小径部は前記電極シートの前記塗工領域に対向す
るとともに、前記大径部は前記電極シートの前記非塗工領域に対向して配置される湾曲矯
正ローラーを有し、前記電極シートの前記非塗工領域を前記大径部に当接させて前記電極
シートの前記非塗工領域に張力を加えることによって前記電極シートの前記非塗工領域の
湾曲を矯正する湾曲矯正部と、
　を備え、
　前記電極シートの前記塗工領域と前記非塗工領域との境界が前記大径部の圧接面部に接
するように、前記小径部の両側の前記大径部の前記圧接面部の間隔が、前記電極シートの
幅方向に沿った前記塗工領域の幅以下に設定されている、電池用の電極製造装置。
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【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　矯正ローラー４２０Ｂの小径部４２２の幅Ｗａは、電極シートＳ１の塗工領域Ａ１の幅
Ｗｂよりも小さく、下式（２）を満たす幅に設定される。
　Ｗａ≦Ｗｂ－２・ｗｃ　…（２）
　また、矯正ローラー４２０Ｂの大径部４２１Ｂの幅は、電極シートＳ１の非塗工領域Ａ
２の外側の端部ＳＬが大径部４２１Ｂの圧接面部４２１Ｂａに接するように、矯正ローラ
ー４２０Ｂの幅Ｗｒが電極シートＳ１の幅Ｗｓよりも大きく設定される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　第１実施形態と同様の条件で作製した電極シートＳ１を、小径部４２２の幅Ｗａの異な
る条件の５種類の矯正ローラー４２０Ｂで、それぞれ、湾曲の矯正を行った後の湾曲量を
測定することにより、湾曲抑制の効果を確認した。小径部４２２の幅Ｗａとしては、以下
の５種類を選択した。
（１）Ｗａ＝１１５［ｍｍ］（条件１：Ｗａ＝Ｗｂ，Ｗａ＞Ｗｂ－２・ｗｃ）
（２）Ｗａ＝１１４［ｍｍ］（条件２：Ｗａ＜Ｗｂ，Ｗａ＞Ｗｂ－２・ｗｃ）
（３）Ｗａ＝１１３［ｍｍ］（条件３：Ｗａ＜Ｗｂ，Ｗａ＝Ｗｂ－２・ｗｃ）
（４）Ｗａ＝１１２［ｍｍ］（条件４：Ｗａ＜Ｗｂ，Ｗａ＜Ｗｂ－２・ｗｃ）
（５）Ｗａ＝１１１［ｍｍ］（条件５：Ｗａ＜Ｗｂ，Ｗａ＜Ｗｂ－２・ｗｃ）
　なお、大径部４２１Ｂのテーパー部４２１Ｂｂのテーパー幅ｗｃは１．０ｍｍとした。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　なお、上記式（２）を満たす小径部４２２の幅Ｗａを有する矯正ローラー４２０Ｂとし
た場合の効果の確認において、設定した各数値は一例であって、それらに限定されるもの
ではなく、上記式（２）を満たす種々の条件で適用可能である。
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